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一
予
算
の
年
内
閣
議
決
定
と
国
会
の
常
会
に
お
け
る
予
算
及
び
法
律
案
の
早
期
提
出
に
つ
い
て
（
原
文
横
書
き
）

閣
議
申
合
せ

内
閣
官
房

行
政
の
円
滑
な
執
行
を
期
し
、
一
方
国
会
の
正
常
な
運
営
に
資
す
る
た
め
、
翌
年
度
予
算
の
概
算
は
、
必
ず
前
年
度
の
一
二

月
中
に
閣
議
決
定
す
る
よ
う
そ
の
編
成
作
業
を
進
め
る
と
と
も
に
、
予
算
及
び
政
府
提
出
法
律
案
を
早
期
に
国
会
に
提
出
で
き

内
閣
官
房
長
官

標
記
が
昭
和
三
六
年
七
月
二
日
の
閣
議
で
別
紙
側
の
と
お
り
申
し
合
わ
せ
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
関
す
る
諸
般
の
手

続
き
は
、
別
紙
②
の
「
国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
予
算
及
び
法
律
案
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
こ
れ

が
実
行
方
に
つ
き
、
貴
省
（
庁
）
各
部
局
に
周
知
徹
底
す
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
「
法
律
案
の
法
制
局
審
査
及
び
国
会
提
出
に
つ
い
て
（
昭
和
三
二
年
九
月
五
日
事
務
次
官
等
会
議
申
合
せ
）
」
は
、
上

記
閣
議
申
合
せ
に
よ
り
自
然
消
滅
し
た
も
の
と
し
て
取
扱
う
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

（
別
紙
１
）
・

予
算
の
年
内
閣
議
決
定
と
国
会
の
常
会
に
お
け
る
予
算
及
び
法
律
案
の
早
期
提
出
に
つ
い
て
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４
予
算
関
係
法
律
案
の
閣
議
決
定
の
期
限
は
、
予
算
の
国
会
提
出
後
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

１
毎
会
計
年
度
の
予
算
は
、
お
そ
く
も
前
年
度
一
二
月
中
に
そ
の
概
算
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
経
る
こ
と
と
し
、
そ
の
と
き

ま
で
に
、
各
省
庁
は
大
蔵
省
主
計
局
及
び
他
の
関
係
省
庁
と
の
間
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
の
細
目
を
、
予
算
関
係
法
律
案

（
予
算
を
伴
う
法
律
案
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
法
制
局
の
下
審
査
を
受
け
る
案
を
す
み
や
か
に
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
、
で
き
る
か
ぎ
り
具
体
的
に
確
定
し
て
お
く
こ
と
。

２
前
号
の
実
行
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
各
省
庁
は
、
翌
年
度
の
歳
入
歳
出
等
に
関
す
る
見
積
書
類
（
以
下
「
概
算
要
求
書
」

と
い
う
。
）
の
大
蔵
省
へ
の
送
付
に
つ
い
て
、
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
八
条
の
期
限
（
八
月
三
一
日
）
を
厳
守
し
、
期
限
後

の
概
算
要
求
の
追
加
は
、
原
則
と
し
て
行
な
わ
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

３
各
省
庁
は
、
常
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
法
律
案
の
件
名
及
び
要
旨
を
九
月
二
○
日
ま
で
に
内
閣
官
房
に
提
出
す
る
こ

口
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
四
週
間
以
内
。

た
だ
し
、
上
記
各
号
の
期
限
に
よ
り
が
た
い
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
の
期
限
前
に
、
そ
の
事
情
を
具
し

（
法
律
案
中
確
定
し
が
た
い
部
分
が
あ
る
こ
と
が
遅
延
の
理
由
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
を
示
し
て
）
、
か
つ
、
閣
議

決
定
の
予
定
日
を
明
示
し
て
、
遅
延
に
つ
き
、
閣
議
の
了
承
を
得
る
こ
と
。

５
法
律
案
の
作
成
が
円
滑
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
各
省
庁
は
、
次
の
手
続
き
を
確
実
に
履
行
す
る
こ
と
。

イ
各
省
庁
は
、
大
蔵
省
に
概
算
要
求
書
を
送
付
す
る
際
に
は
、
同
時
に
、
概
算
要
求
書
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
事
項
に
関
係

の
あ
る
法
律
案
の
要
綱
（
内
容
が
簡
単
な
も
の
は
法
律
案
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

こ
の
法
律
案
の
要
綱
は
、
で
き
る
だ
け
詳
細
な
も
の
と
し
、
か
つ
、
他
の
関
係
省
庁
と
協
議
を
経
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

（
別
紙
２
）

国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
予
算
及
び
法
律
案
の
取
扱
い
に
つ
い
て

「
予
算
の
年
内
閣
議
決
定
と
国
会
の
常
会
に
お
け
る
予
算
及
び
法
律
案
の
早
期
提
出
に
つ
い
て
（
昭
和
三
六
年
七
月
二
日

閣
議
申
合
せ
）
」
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
予
算
及
び
法
律
案
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
各
省
庁
は
、
下
記

に
よ
り
諸
般
の
手
続
き
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
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る
よ
う
諸
般
の
手
続
き
を
進
め
る
こ
と
。

提
出
す
る
こ
と
。

ハ
各
省
庁
は
、
４
の
イ
の
法
律
案
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
歳
入
歳
出
予
算
等
の

概
算
に
つ
い
て
の
閣
議
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
内
閣
法
制
局
に
提
出
し
て
そ
の
下
審
査
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
大
蔵
省
と
の
予
算
折
衝
と
並
行
し
て
、
そ
の
作
成
を
と
り
進
め
て
お
く
こ
と
。

６
予
算
関
係
法
律
案
以
外
の
政
府
提
出
法
律
案
は
、
一
○
月
中
に
内
閣
法
制
局
の
下
審
査
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

イ
法
律
案
の
う
ち
、
そ
れ
が
襯
一

も
の
に
つ
い
て
は
三
週
間
以
内
。

そ
れ
が
制
定

町
シ
」
０

ら
な
い
こ
と
。

ロ
各
省
庁
は
、
イ
の
法
律
案
の
要
綱
を
大
蔵
省
に
提
出
し
た
と
き
は
、
同
時
に
内
閣
官
房
及
び
内
閣
法
制
局
に
も
こ
れ
を

に
す
る
こ
と
。
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さ
れ
な
け
れ
ば
予
算
及
び
予
算
参
照
書
に
掲
げ
ら
れ
た
事
項
の
実
施
が
不
可
能
で
あ
る
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(記戦例） 二
概
算
要
求
に
組
み
入
れ
た
事
項
に
関
係
の
あ
る
法
律
案
及
び
政
令
案
の
要
綱
作
成
要
領
（
財
務
省
主
計
局
）

４
関
係
各
省
と
の
調
整
を
要
す
る
も
の
は
、
関
係
各
省
（
各
局
）
名
を
具
体
的
に
記
載
し
、
当
該
各
省
と
の
間
に
お
い
て
問

題
点
と
な
る
と
予
定
さ
れ
る
も
の
を
具
体
的
に
示
す
ほ
か
、
調
整
の
進
捗
状
況
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
予
算
関
係
法
律
案
等
要
綱
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
主
任
担
当
事
務
官
名
及
び
電
話
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
１
か
ら
５
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
会
計
の
統
合
等
を
予
定
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
案
に
つ
い

て
別
途
本
調
書
を
も
っ
て
作
成
す
る
こ
と
。

７
主
計
局
へ
は
そ
れ
ぞ
れ
三
蔀
（
法
規
課
七
部
、
各
予
算
係
四
部
、
補
助
金
係
一
部
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

１
概
算
要
求
に
組
み
入
れ
わ
事
項
に
関
係
の
あ
る
法
律
案
及
び
政
令
案
の
要
綱
（
閣
議
請
議
時
財
務
省
に
協
議
を
要
す
る
も

の
。
以
下
「
予
算
関
係
法
律
案
等
要
綱
」
と
い
う
。
）
の
作
成
は
、
記
載
例
を
参
照
す
る
こ
と
。

２
予
算
関
係
法
律
案
等
要
綱
の
内
容
は
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
、
か
つ
、
詳
細
に
記
載
す
る
こ
と
。

３
予
算
関
係
法
律
案
等
要
綱
の
内
容
と
概
算
要
求
と
の
関
係
は
、
記
載
例
ど
お
り
、
事
項
別
に
経
費
及
び
金
額
を
明
ら
か
に
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三
六

７
以
上
各
号
の
ほ
か
、
政
府
提
出
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
次
の
方
針
に
よ
る
こ
と
。

イ
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
こ
と
を
要
し
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
特
に
相
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を

除
き
、
立
法
措
置
を
講
じ
な
い
こ
と
。

す
る
こ
と
。

○○合理化臨時措置法（の一部を改正する法律）案要綱
○○省（○○局○○課）

口
そ
の
趣
旨
、
内
容
に
お
い
て
密
接
な
関
連
性
が
あ
る
二
以
上
の
改
正
法
律
案
で
あ
っ
て
、
付
託
さ
れ
る
常
任
委
員
会
が

同
一
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
こ
れ
を
統
合
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
統
合
す
る
こ
と
。
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（注） 適当な参考溌料を添付されたい。

一一

甲
兆
、
け
や
心
Ｆ
即
砂
心
、
唾
机
笥
加
い
い

前年度

当初

予算額

対前年度 備考

増△減額

○○年度

要求額

3．法律案の内容と概算要求との
関係

区 分

千円

45,000

1,000

300,000

関係調査賀

関係補償費

関係補助金

イ
ロ
ハ

一
一
一
一
一
一
一
一
一

の
の
の

２
２
２ (内法律改正

に伴う分）

3”,000千円

Ｉ
Ｄ
ｐ
Ｏ

(注）概算要求書のうち、当該要求に係る部分等、その糊算の資料を添付
されたい。
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０
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昏
ｂ
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“
１
Ｂ
ｐ
ｄ
ａ
早
口
．
‐
●
Ｏ
ｄ
Ｕ
ｔ
９
１
４
・
Ｉ
Ｄ
伊
も
■
ｆ
■
■
Ｕ
申
Ｉ
ｈ

■
■
■

合
４
●
ザ
８
９
。

．－、関係各省との澗整

イ○○省（○○局） との調雛を要する3噸及びその内容

ロ○○省（○○局） との調終を要する蛎項及びその内容

二、内閣法制局において特に法律上問題と認められる事項

三、○○省○○局雛決定 年 月 日

四、○○省省雛決定 年 月 日

4．審議調整状況

（
原
文
横
書
き
）

一

一

一

一

七
局○○課○○事務官

直通（

内線（

(参考）担当主任事務官
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Ⅵ
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日
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■
日
■
■
“
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■
の
。
■
争
，
ｆ
Ｔ
ｃ
ｅ
●
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４
。
。
、
今
。
■

■
●
＄
ず
Ｊ
４
ｌ
■
も
り
。
◇
、
０
◆
■
Ｊ
や
β
も
■
Ｄ
Ｄ
Ｐ
Ｔ
Ｄ
０
二
口
Ｂ
ｂ
ｒ
Ｐ
０
Ｊ
Ｊ
Ｂ
■
Ｇ
８
■
Ｉ
Ｆ

■
■
■
ｑ
■
；
。
■
■
■
：
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
▼
。
：
■
■
■
、
巳
。
■
Ｉ
■
７
０
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
、
‐
ｌ
Ｉ
Ｕ
，
０
６

第
四
事
務
処
理
要
領
編

三
予
算
関
係
法
律
案
の
区
別
等
に
つ
い
て

の
内
容
と
す
る
も
の

（
例
）
国
家
公
務
員
の
定
員
を
増
加
す
る
も
の

②
財
政
支
出
を
直
接
に
そ
の
内
容
と
す
る
も
の

（
例
）
㈱
国
の
負
担
金
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の

㈲
既
存
の
法
律
で
定
め
て
い
る
補
助
率
を
改
め
る
も
の

③
そ
の
施
行
に
伴
う
大
幅
な
歳
入
歳
出
の
変
動
が
予
算
に
お
い
て
見
込
ま
れ
て
い
る
も
の

（
例
）
㈹
国
家
公
務
員
の
給
与
ベ
ー
ス
を
改
定
す
る
も
の

㈲
税
率
を
改
定
す
る
も
の

側
予
算
又
は
予
算
参
照
書
に
明
示
さ
れ
て
い
る
行
政
機
構
の
変
動
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の

２
取
扱
要
領
４
の
ロ
の
法
律
案
（
△
印
）
は
、
１
の
た
だ
し
書
の
法
律
案
そ
の
他
の
も
の
と
し
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な

（
例
）
㈱
定
員
の
範
囲
内
で
新
た
に
局
次
長
等
の
職
を
設
置
す
る
も
の

㈲
審
議
会
の
委
員
の
定
員
を
増
加
す
る
も
の

脚
予
算
参
照
書
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
審
議
会
等
を
設
置
す
る
も
の

３
性
質
的
に
は
※
印
又
は
△
印
に
属
す
る
法
律
案
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
施
行
が
当
該
予
算
に
係
る
年
度
の
経
過
後
と
な
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
※
印
又
は
△
印
で
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

４
事
務
費
の
増
加
の
理
由
が
特
定
の
新
法
律
の
施
行
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、
予
算
又
は
予
算
参
照
書
に
お
い
て
そ
の
旨

が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
新
法
律
案
は
、
事
務
費
の
増
加
と
い
う
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
、
※
印
に
も
△
印
に
も

第
四
事
務
処
理
要
領
編
一
三
九

予
算
関
係
法
律
案
の
区
別
等
に
つ
い
て

１
「
国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
予
算
及
び
法
律
案
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
昭
和
三
六
年
七
月
一
四
日
内
閣
閣
甲
第
四
三
号
属
）

（
以
下
「
取
扱
要
領
」
と
い
う
。
）
」
４
の
イ
「
法
律
案
の
う
ち
、
そ
れ
が
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
予
算
及
び
予
算
参
照
書
に
掲

げ
ら
れ
た
事
項
の
実
施
が
不
可
能
で
あ
る
も
の
」
（
※
印
）
に
は
、
そ
れ
が
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
予
算
又
は
予
算
参
照
書
に
明

示
さ
れ
た
政
府
施
策
に
係
る
事
項
の
実
施
が
不
可
能
で
あ
る
法
律
案
の
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
法
律
案
を
含
む
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
金
額
が
少
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
予
算
審
議
と
の
関
連
性
が
う
す
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
除
く
。

側
予
算
及
び
予
算
参
照
書
に
積
算
の
基
礎
と
な
る
数
が
掲
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
数
を
法
定
す
る
こ
と
を
そ

内
閣
官
房
長
官

昭
和
三
六
年
七
月
一
四
日
内
閣
閣
甲
第
四
三
号
属
で
通
知
し
た
「
予
算
の
年
内
閣
議
決
定
と
国
会
の
常
会
に
お
け
る
予
算
及

び
法
律
案
の
早
期
提
出
に
つ
い
て
」
の
別
紙
②
の
「
国
会
の
常
会
に
提
出
す
る
予
算
及
び
法
律
案
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
の
予

算
関
係
法
律
案
の
区
別
等
に
つ
い
て
は
、
別
紙
の
と
お
り
の
取
扱
い
と
し
、
貴
省
庁
の
今
国
会
提
出
法
律
案
を
こ
れ
に
基
づ
い

て
整
理
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

（
別
紙
）

も
の
と
す
る
。

な
お
、
法
律
案
の
件
数
の
削
減
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
扱
い
を
決
定
次
第
通
知
い
た
し
ま
す
。

お
っ
て
、
本
件
は
、
法
制
局
等
と
は
協
議
ず
み
の
も
の
で
あ
る
。
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第
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昭
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三
六
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一
二
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一
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二
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口
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「
内
閣
提
出
法
律
案
の
整
理
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
八
年
九
月
二
百
閣
議
決
定
）
３
の
適
用
に
つ
い
て

標
記
の
閣
議
決
定
３
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
単
純
に
補
助
金
の
交
付
を
目
的
と
す
る
規
定
を
法
律
で
設
け
な
い
こ
と
」
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
次
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１
「
単
純
に
補
助
金
の
交
付
を
目
的
と
す
る
規
定
」
と
は
、
「
単
に
助
成
的
１
奨
励
的
な
趣
旨
で
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と

を
内
容
と
す
る
規
定
」
を
い
い
、
当
該
補
助
金
の
交
付
の
対
照
と
な
る
事
務
又
は
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
遂
行
し
、
達
成

す
る
責
任
の
一
半
を
実
質
的
に
分
担
す
る
（
す
な
わ
ち
分
任
す
る
）
趣
旨
で
、
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
規

す
る
責
任
の
一
半
を
実
質
的
』

四
内
閣
提
出
法
律
案
の
整
理
に
つ
い
て

》
｝
‘
シ
」
Ｏ
）

６
１
，
３
ま
た
は
５
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
各
省
庁
は
、
そ
の
法
律
案
の
提
出
に
つ
き
、

理
由
を
具
し
て
あ
ら
か
じ
め
内
閣
官
房
長
官
に
説
明
し
、
閣
議
の
事
前
了
承
を
経
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

７
許
認
可
事
務
の
整
理
そ
の
他
行
政
の
簡
素
化
に
対
す
る
国
民
一
般
の
要
請
に
こ
た
え
る
た
め
、
当
面
内
閣
提
出
法
律
案
の

件
数
整
理
を
図
る
と
と
も
に
、
長
期
的
に
現
行
法
令
の
整
理
を
検
討
し
、
推
進
す
る
こ
と
。

１
法
律
の
規
定
に
よ
る
こ
と
を
要
す
る
事
項
を
そ
の
内
容
に
含
ま
な
い
法
律
案
は
、
提
出
し
な
い
こ
と
。

２
現
に
法
律
の
規
定
に
よ
り
法
律
事
項
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
国
民
の
権
利
義
務
に
直
接
的
な
関
係
が
な
く
、
そ
の

意
味
で
本
来
の
法
律
事
項
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
律
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
規
定
し
う
る
よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
。

と
く
に
、
国
家
行
政
組
織
怯
に
つ
い
て
は
、
諮
問
的
ま
た
は
調
査
的
な
審
議
会
や
部
の
設
置
は
政
令
で
定
め
る
こ
と
と
し
、

ま
た
、
行
政
機
関
に
置
く
べ
き
国
家
公
務
員
の
総
数
は
法
律
で
規
定
し
、
そ
の
各
省
庁
へ
の
配
付
は
政
令
で
規
定
す
る
こ
と

と
す
る
等
の
改
正
を
早
急
に
検
討
す
る
こ
と
。

３
単
純
に
補
助
金
の
交
付
を
目
的
と
す
る
規
定
を
法
律
で
設
け
な
い
こ
と
と
し
、
現
存
の
こ
の
種
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
廃

止
の
措
置
を
漸
次
進
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
に
伴
い
、
長
期
的
な
計
画
ま
た
は
視
野
に
基
づ
く
補
助
に
つ
い
て
は
、

政
府
の
重
要
施
策
と
し
て
と
く
に
こ
れ
を
公
に
す
る
必
要
が
あ
る
等
特
別
の
事
由
の
あ
る
も
の
は
当
該
補
助
要
綱
を
閣
議
で

決
定
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
他
の
も
の
は
、
主
務
省
庁
と
大
蔵
省
（
主
計
局
）
と
の
間
で
協
議
の
上
、
長
期
的
な
計
画
ま
た

は
視
野
に
基
づ
く
補
助
で
あ
る
こ
と
を
当
該
補
助
要
綱
に
記
載
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４
そ
の
趣
旨
、
内
容
に
お
い
て
密
接
な
関
連
が
あ
る
二
以
上
の
改
正
法
律
案
で
あ
っ
て
、
付
託
さ
れ
る
常
任
委
員
会
が
同
一

で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
統
合
す
る
こ
と
が
適
当
な
も
の
は
、
統
合
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

５
４
に
関
連
し
、
行
政
組
織
に
関
す
る
法
律
案
は
、
少
な
く
と
も
各
府
省
別
に
一
括
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
審
議
会
の

定
は
、
こ
れ
に
該
当
し
な
い
：

２
右
の
よ
う
な
閣
議
決
定
３
に
該
当
し
な
い
補
助
金
に
つ
い
て
新
た
に
立
法
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
の
分
任

の
趣
旨
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
法
律
規
範
と
し
て
意
義
の
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
「
補
助
す
る
」
又
は
「
補
助
す

る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
こ
の
よ
う
な
国
の
分
任
の
思
想
を
規
定
上
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
そ
の
時
時
の
財
政
状
況
に
よ
り
で
き
る
だ
け
財
政
資
金
を
支
出
す
る
趣
旨
に
と
ど
ま
る
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
予
算
補

第
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領
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一
三
一

定
は
、
こ
れ
に
該
当
し
な
い
。

設
置
に
つ
き
法
律
を
要
す
る
間
に
お
い
て
は
、
単
独
の
設
置
法
案
に
よ
ら
ず
、
各
府
省
設
置
法
の
改
正
に
よ
る
も
の
と
す
る

第
四
事
務
処
理
要
領
編

該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
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